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本レポートでは、信金中金の海外駐在員等が最新トピックスについて報告します。 

今回は、日本の規制緩和に伴い増加が見込まれるインバウンド（訪日外国人）需要につい

てご紹介します。 

１．規制緩和後のインバウンド需要 

 (1)  日本入国時の規制緩和の概要 

   2022 年 10月 11日より、日本の水際対策が大幅に緩和されました。具体的な緩和内

容については下表のとおりですが、外務省によると、「新型コロナウイルスへの感染が疑

われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として

入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローア

ップ、公共交通機関不使用等を求めない」とされています。 

   また、歴史上稀にみる急激な円安の恩恵もあって、今後のインバウンド需要は大きく

増加することが見込まれています。 

   そこで、本レポートでは、インバウンド関連の補助金や、インバウンド対応に役立つ

サービス・アプリケーション等について紹介させていただきます。 

 

 10 月 11日以降の水際対策 

外国人の新規入国
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下記（１）、（２）又は（３）の新規入国を申請する外国人につい

て、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム

（ERFS）における申請を求めないこととする。 

（１）商用・就労等の目的の短期間の滞在（３月以下）の新規入国 

（２）観光目的の短期間の滞在の新規入国 

（３）長期間の滞在の新規入国 

入国時検査及び入

国後待機の見直し 

 

 

オミクロン株（B.1.1.529 系統の変異株）が支配的となっている国・

地域（「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確

認されている国・地域」以外の国・地域）からの全ての帰国者・入

国者について、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅

又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機

関不使用等を求めないこととする。 

入国者総数 入国者総数の上限なし 

 （備考）外務省「水際対策強化に係る新たな措置（34）」より引用 
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こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談くださ

い。 

 続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_02/mmon10.pdf

